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地方自治法第１９９条第１４項の規定により、東広島市長から令和２年度定期監査の結果

に基づき措置を講じた旨の通知があったので、当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

 

 

令和２年１２月２２日 

 

 

 東広島市監査委員 水 戸   晃 
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定期監査の監査結果に基づく措置について 

 

１ 監査の対象 

対象部局等 監査結果報告提出年月日 措置事項通知年月日 

政策企画部 情報政策課 

令和２年１１月５日 

（東広監委第２９号） 

令和２年１１月３０日 

（東広情第４９号） 

学校教育部 教育総務課 

令和２年１１月５日 

（東広監委第２９号） 

令和２年１１月３０日 

（東広教総第８９号） 

 

２ 監査の実施期間 

令和２年５月１５日から令和２年１０月２１日まで 

 

３ 監査の結果（指摘事項）及び措置の内容 

（１）政策企画部 情報政策課 

監 査 の 結 果（指 摘 要 望 事 項） 措  置  の  内  容 

１ 予算の執行状況 

委託業務において、支出負担行為書の

起票が遅れているものがあった。 

予算の適正な執行管理を行う上で、支

出負担行為書の作成は契約締結日に行

うべきものである。予算規則等に基づき

適正な事務処理に改められたい。 

 

支出負担行為の起票の遅れについては、契約

日又は年度当初に起票する運用を徹底するとと

もに、３月に１回、契約と支出負担行為の確認

を行い、再発防止策を講じた。 



２ 契約事務 

(1) 契約関係書類の所在が確認できない

ものがあった。 

文書事務取扱規程に基づき適正な管

理に改められたい。 

 

 

(2) 契約書に契約保証金の免除理由が記

載されていないものや、契約保証金免

除の適用条項が起案文書と契約書で一

致していないもの、起案文書、契約書

ともに適用条項を誤っているものがあ

った。 

前回の定期監査においても口頭で指

摘したが改善されていないため、契約

規則等に基づき適正な事務処理に改め

られたい。 

 

契約書の保管については、期間に応じて保管

する場所を定め、契約関係書類一式をそのフォ

ルダに保管する運用を徹底するとともに、文書

引継ぎ、廃棄の際には２人以上で確認を行い、

再発防止策を講じた。 

 

契約保証金の免除の運用については、契約保

証金調書へ確認した旨の記入を行うように改め

るとともに、契約書の記載内容、契約保証金の

取扱いを２人以上で確認を行い、再発防止策を

講じた。 

 

 

（２）学校教育部 教育総務課 

監 査 の 結 果（指 摘 要 望 事 項） 措  置  の  内  容 

１ 徴収事務 

学校敷地使用料等において、調定事務

が遅れているものがあった。 

前回の定期監査においても口頭で指

摘したが改善されていないため、会計規

則等に基づき適正な事務処理に改めら

れたい。 

 

２ 契約事務 

契約書の所在が確認できないものが

あった。文書事務取扱規程に基づき適正

な管理に改められたい。 

 

学校敷地使用料等の調定事務について、電柱

などのように複数年にまたがって設置されてい

るものについては、今後、年度当初に調定事務

を行うよう改める。 

 

 

 

 

 契約書については、保管場所の所在を係内で

徹底するとともに、契約後、速やかに所定の保

管場所に保管することとした。 

 


